
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してくださ
い。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

北区

（濁川、松潟・新崎、新鼻乙26大月上、鷲津、浦木一、笠柳、内沼、笹山、鳥屋、十二前、神谷内、
葛塚、太田、嘉山、前新田、新鼻（乙26除く）、内島見、木崎、横井、浦ノ入、横土居、下大谷内、樋
ノ入、下早通、早通、須戸、平林、十二、山飯野、灰塚、長戸呂、大迎、大久保、大瀬柳、太子堂、
三ツ屋、高森、森下、高森新田、上大月、岡新田、里飯野、上堀田、長場川東、長場川西、大月
中、大月下、浦木二、浦木三、杓子潟、長戸、上土地亀、下土地亀、新井郷、浜浦、三ツ森河原、
島見町、白勢町、新富町、柳原７丁目、大夫浜、太郎代、名目所１丁目、名目所２丁目、名目所３
丁目、松栄町、横越、小杉）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和6年6月26日

（第2回）

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

水稲について、実需者と消費者の需要に応じた品種構成による生産を振興し、他産地との差別化を図り、選ば
れる産地を目指す。また、生産の組織化や機械・施設の共同利用によりコスト低減・省力化を図る必要がある。
園芸について、「儲かる農業」の実現に向けて水稲と園芸作物との複合経営の取り組みを推進するとともに、砂
丘畑を中心としたすいか等の高収益作物の導入を支援し、園芸産地の拡大及び遊休農地や、空きハウスの解
消を図る。
また、将来の地域農業の在り方を話し合う集落座談会を推進するとともに、新規参入者の受け入れを積極的に
支援し、農業経営の担い手を確保する。

区域内の農用地等面積

農振農用地区域内の農地を農業上の利用が行われる区域とする。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

北区は、水稲を主体としつつ、トマトやナス等の園芸作物の導入による複合経営や園芸産地拡大にも積極的に
取り組んでいる。また砂丘畑を中心に、収益力の高いすいか、メロンなどの大規模園芸団地を整備するとと も
に、北区産さつまいも「しるきーも」 をブランド化するなど園芸作物導入を進めている。
農業者の高齢化（65歳以上：約7割）や担い手不足により 、農業者数や生産量が減少しているほか、遊休農地や
空きハウスが増加しているため、農業者の所得安定や、農業経営の担い手確保が重要な課題と なっている。ま
た小規模ほ場や不整形農地など、圃場整備が未整備である地域が多いほか、米価が低迷するなかでも農地の
賃借料が高いままとなっていることや、農地の集約が進んでいないことが経営を圧迫する一因となっている。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積

参考様式第５－１号

新潟市長　　中原　八一

新潟市市町村名
(市町村コード) （１５１００９）

新 北 産 第 421 号

令 和 6 年 7 月 10 日

策定時に直近値を記載



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

農業支援サービス事業体等への農作業委託を活用し、地域内で農作業の効率化や遊休農地の発生防止等を
図る。

経営発展支援事業や新潟県農林水産業総合振興事業、新潟市単独補助事業などを活用し、就農支援を行う。

（１）農用地の集積、集約化の方針

担い手のニーズを踏まえ、農地中間管理機構関連農地整備事業等を活用し農地の大区画化・汎用化等のため
の基盤整備を順次進めていく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

【濁川、松潟・新崎、笠柳、横土居、平林、新富町】地区の農地利用は、地域の担い手である農地所有適格法人
や認定農業者を中心に、地区内の農業者で担っていく。

笹山集落は、耕地面積全体のうち約6割が畑・樹園地であり、農地利用は、認定農業者を中心に担っていく。ま
た、担い手が不足する場合は、近隣の農業者や認定新規就農者の受入れを促進し対応していく。

鳥屋集落は、耕地面積全体のうち8割以上が田の地帯で、農地利用は、認定農業者を中心に担っていく。また、
農業者が不足する場合は、近隣集落の入り作を促進していく。なお、畑では、積極的に新規参入者の受け入れ
を行っていく。

【大月上、鷲津、浦木一、葛塚、前新田、新鼻、木崎、横井、須戸、十二、山飯野、灰塚、長戸呂、大迎、大久保、
大瀬柳、三ツ屋、高森、森下、高森新田、里飯野、長場川東、長場川西、大月下、浦木二、浦木三、杓子潟、長
戸、上土地亀、下土地亀、新井郷、大夫浜、神谷内、松栄町】地区の農地利用は、地域の担い手である認定農
業者を中心に、地区内の農業者で担っていく。

【嘉山、浦ノ入、下早通、早通、上大月、岡新田、上堀田、大月中、島見町、白勢町】地区の農地利用は、地域の
担い手である認定農業者を中心に、地区内の農業者で担っていくが、将来的には農業者の減少が予想されるた
め、他地域から耕作者希望者を募り、対応していく。

【内島見、下大谷内、樋ノ入、太子堂、太郎代】地区の農地利用は、地域の担い手である認定農業者と地区内の
農業者で担っていくが、大部分は現状どおり、他地域の入作者で担っていく。

【十二前、浜浦、三ツ森川原、柳原７丁目、名目所１丁目、名目所２丁目、名目所３丁目、横越、小杉】地区の農
地利用は、他地域の入作者が大部分を耕作しているため、地域内の農地は入作者に集積・集約を図っていく。

（２）農地中間管理機構の活用方針

　将来の農地利用のあり方について、効率的な利用を図るため、農地の出し手はできるだけ農地中間管理機構
を活用する。また、地域集積協力金を活用しながら、農地の受け手である地域の担い手を育成・確保する。
　該当地区の離農希望者に対して、中間管理機構の活用を促し、地域の担い手へ農地集積・集約化を図る。

内沼地区は、耕地面積全体のうち9割以上が田の大規模水田地帯で、農地利用は、認定農業者を中心に担って
いき、離農者が出た場合は、隣地の耕作者への集積・集約化していく。また、内沼地区の一部、大沼第８区地区
では、ほ場整備事業の実施や農地所有適格法人の設立に向けて取り組んでいく。

太田地区の農地利用は、地域の担い手である認定農業者を中心に、地区内の農業者で担っていく。離農者が出
た場合は、地区内の農地相談窓口を活用し、意欲のある担い手に集積・集約を図っていく。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携 ⑩その他


